
参考資料 ３

金融商品取引法 

（昭和二十三年四月十三日法律第二十五号） 

 

 （財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価）  

第二十四条の四の四 第二十四条第一項の規定による有価証券報告書を提出し

なければならない会社（第二十三条の三第四項の規定により当該有価証券報告

書を提出した会社を含む。次項において同じ。）のうち、第二十四条第一項第

一号に掲げる有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業

年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する

書類その他の情報の適正性を確保するために必要なものとして内閣府令で定

める体制について、内閣府令で定めるところにより評価した報告書（以下「内

部統制報告書」という。）を有価証券報告書（同条第八項の規定により同項に

規定する有価証券報告書等に代えて外国会社報告書を提出する場合にあつて

は、当該外国会社報告書）と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。
  

２・３ （略）  

４ 内部統制報告書には、第一項に規定する内閣府令で定める体制に関する事

項を記載した書類その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当な

ものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。  

５・６（略）   

 

 

 （賠償責任に関する規定の準用）  

第二十四条の四の六 第二十二条の規定は、内部統制報告書（その訂正報告書

を含む。）のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重

要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠け

ている場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該有価証

券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取

得した者」とあるのは、「当該内部統制報告書（その訂正報告書を含む。）の提

出者が発行者である有価証券を取得した者」と読み替えるものとするほか、必

要な技術的読替えは、政令で定める。  

 
【準用】 

 

 （虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任）  

第二十二条 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、

又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な



事実の記載が欠けているときは、第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる

者は、当該記載が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで、当該有価証

券届出書の届出者が発行者である有価証券を募集又は売出しによらないで取

得した者に対し、記載が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を

賠償する責めに任ずる。

２ 第二十一条第二項第一号及び第二号の規定は、前項に規定する賠償の責め

に任ずべき者について準用する。  

 

 

【罰則】 

 

第百九十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若し

くは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  

 一～四 （略）  

五  第二十四条第一項若しくは第三項（これらの規定を同条第五項（第二十

七条において準用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する場合

を含む。）若しくは第二十四条第六項（第二十七条において準用する場合を

含む。）の規定による有価証券報告書若しくはその添付書類、第二十四条の

二第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する第

十条第一項の規定による訂正報告書、第二十四条の四の四第一項（同条第三

項（第二十七条において準用する場合を含む。）及び第二十七条において準

用する場合を含む。）若しくは第四項（第二十七条において準用する場合を

含む。）の規定による内部統制報告書若しくはその添付書類、第二十四条の

四の五第一項（第二十七条において準用する場合を含む。）において準用す

る第十条第一項の規定による訂正報告書、第二十七条の三第二項（第二十七

条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）の規定による公開買

付届出書、第二十七条の十一第三項（第二十七条の二十二の二第二項におい

て準用する場合を含む。）の規定による公開買付撤回届出書、第二十七条の

十三第二項（第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。）

の規定による公開買付報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七

条の二十六第一項の規定による大量保有報告書又は第二十七条の二十五第

一項若しくは第二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書を提出し

ない者

六  第二十四条第六項若しくは第二十四条の二第一項（これらの規定を第二

十七条において準用する場合を含む。）、第二十四条の四の四第一項（同条

第三項（第二十七条において準用する場合を含む。）及び第二十七条におい

て準用する場合を含む。）若しくは第四項（第二十七条において準用する場

合を含む。）、第二十四条の四の五第一項（第二十七条において準用する場



合を含む。）、第二十四条の四の七第一項若しくは第二項（同条第三項（第

二十七条において準用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する

場合を含む。）、第二十四条の四の七第四項（第二十七条において準用する

場合を含む。）、第二十四条の五第一項（同条第三項（第二十七条において

準用する場合を含む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）若

しくは第二十四条の五第四項若しくは第五項（これらの規定を第二十七条に

おいて準用する場合を含む。）の規定による添付書類、内部統制報告書若し

くはその添付書類、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書若しくはこれら

の訂正報告書、第二十四条の六第一項若しくは第二項の規定による自己株券

買付状況報告書若しくはその訂正報告書、第二十四条の七第一項若しくは第

二項（これらの規定を同条第六項（第二十七条において準用する場合を含

む。）及び第二十七条において準用する場合を含む。）若しくは第二十四条

の七第三項（同条第六項（第二十七条において準用する場合を含む。）及び

第二十七条において準用する場合を含む。）において準用する第七条、第九

条第一項若しくは第十条第一項の規定による親会社等状況報告書若しくは

その訂正報告書、第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条

第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定によ

る訂正報告書、第二十七条の十第十一項の規定による対質問回答報告書、同

条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定

による訂正報告書、第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の二十六

第一項の規定による大量保有報告書、第二十七条の二十五第一項若しくは第

二十七条の二十六第二項の規定による変更報告書又は第二十七条の二十五

第四項（第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。）若しく

は第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十

条第一項の規定による訂正報告書であつて、重要な事項につき虚偽の記載の

あるものを提出した者  

七～十三 （略）  

 


